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・私傷病休暇が180日というところでの対応という考え方は変わっていない。 

・働けないことを前提に雇用するということにはならないので、休職から引き続いて休暇ということには基本的にはなら

ない。 

・申し入れから７か月が速やかに対応したと言うつもりはないが、協約に則って対応する考えに変わりはない。遅いことや

日程の提示がなかった指摘は受け止める。 

・組合事務所の便宜供与については、使用を認める時に貸すのが基本という部分があるので、現時点で示せるようなものは

ないという回答になる。 

・希望した職に就ける方、そうでない方もいる。しっかりと社員に寄り添って一緒にキャリアを考えていくことは引き続き

対応していく。 

・ジョブローテーションの異動かどうか明確な線を引くものではないと考えている。 

・多様な経験をすることによって安全、サービスの行動に繋がるというところは引き続きわかってもらえるよう相互にコミ

ュニケーションを取りながら対応していく。 

 

・線量の高いところは定期的に測定を行っている。工事着手前は高いところで 20μSv/ｈあったが、避難指示解除レベルの

3.8μSv/ｈを下回っていることを説明して業務にあたってもらっている。 

・当社としてガラスバッジを持たせる若しくは健康診断の際に希望者に対しては血液検査を行う措置をとって不安の軽減に

努めている。 

・資金は非常に厳しい状況であり、国の判断である緊急事態宣言の発令と紐づけた手当の支給は考えていない。 

・不安の解消に向けて感染症対策の基本に立ち返り、マスク着用、手洗いうがいなどの取り組みをしっかりやっていく。 

申１号 第４回定期大会発言に基づく申し入れ 
団体交渉（１回目）を行う！ 

２回目交渉は２月10日の予定です 


